
タイムビジネス信頼・安心認定制度のご案内

信頼できるタイムスタンプサービスを安心して利用するために

一般財団法人日本データ通信協会



１ タイムビジネス信頼・安心認定制度の概要

「タイムビジネス信頼・安心認定制度」は、総務省が平成16年11月に策定した「タイムビジネス
に係る指針」を踏まえて、当協会が創設したものです。
タイムビジネス（時刻配信業務及び時刻認証業務の総称）が当協会で定める技術・システム・運
用体制の基準を満たし、厳正に業務が実施されているかを認定する制度です。
これにより、利用者にとって信頼できるタイムスタンプサービスを安心して利用できる環境が整
います。
当協会の認定を受けた事業者は、パンフレットなどに「タイムビジネス信頼・安心認定マーク」
を使用することができます。

２ タイムスタンプとは？～どのように役立つのか？

タイムスタンプは、タイムスタンプに示す時刻以前に電子文書が存在し、その時刻以降改ざんさ
れていないことを証明する技術です。電子署名は、電子文書について「誰が」「何を」作成した
かを証明するのに対し、タイムスタンプは「何を」が改ざんされていないこととともに、「い
つ」作成されたかを証明するものです。
電子署名とタイムスタンプの併用により電子文書の原本性がより強固なものとなり、電子署名・
タイムスタンプなどのトラストサービスは、ICT社会の証拠性確保のインフラ技術と言えます。

サイバー世界における証拠
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e-文書法（H17.4.1施行）により改正された「電子帳簿保存法」関係法令では、一部の国税関係
書類の電子保存の要件として、原本性確保のために当協会が認定する業務に係るタイムスタンプ
を付すことが求められています。
また、医療関係書類の電子保存、特許における先使用権制度等の関連省庁のガイドラインでも当
認定制度のタイムスタンプ付与が推奨されています。

電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律施行規則
(平成十年大蔵省令第四十三号）

(平成三十一年財務省令第二十一号改正）
第三条第5項第二号ロ
当該国税関係書類をスキャナで読み取る際に(当該国税関係書類の作成又は受領をする者が当該国税関係書類をス
キャナで読み取る場合にあっては、その作成又は受領後その者が署名した当該国税関係書類について特に速やか
に)､一の入力単位ごとの電磁的記録の記録事項に一般財団法人日本データ通信協会が認定する業務に係るタイムス
タンプ(次に掲げる要件を満たすものに限る。第八条第一項第一号において「タイムスタンプ」という｡)を付すこ
と。

医療情報システムの安全管理に関するガイドライン第5版（平成29年5月 厚生労働省）
6.12法令で定められた記名・押印を電子署名で行うことについて
C.最低限のガイドライン
(2)電子署名を含む文書全体にタイムスタンプを付与すること
1.タイムスタンプは、「タイムビジネスに係る指針-ネットワークの安全な利用と電子データの安全な長期保
存のために-」(総務省、平成16年11月）等で示されている時刻認証業務の基準に準拠し、一般財団法人日本
データ通信協会が認定した時刻認証事業者のものを使用し、第三者がタイムスタンプを検証することが可能
であること。

参考



■タイムスタンプの利用例

（１）タイムスタンプ単独での利用
その電子文書が存在していた時刻および改ざん
されていないことを証明することができる。
・特許における先使用権制度での利用
（先使用権：特許出願前に特許出願者と

別にその技術を開発・使用していた者
は、特許が成立した後も無償でその
技術を使用することができる権利）

（２）電子署名との併用による利用
電子署名とタイムスタンプにより電子文
書の原本性を確保することができる。
・税務関係書類の電子保存
・電子カルテ
・電子申込書の電子化、電子保存(右図参照)
・電子契約
・内部統制

３ 認定制度におけるタイムスタンプ生成の枠組み

タイムスタンプの信頼性は、タイムスタンプを発行するタイムスタンプ局が、信頼できる第三者
であることに基づいており、これは日付証明として信頼できる第三者である郵便局の消印を利用
するのと同じ考え方です。また正確な時刻の維持・保証のため、タイムスタンプの時刻は、日本
標準時とトレーサビリティを保っています。本認証制度では、タイムスタンプ局は、認定時刻配
信局から時刻の配信・監査を受けることを義務付けており、これにより極めて信頼性の高いタイ
ムスタンプサービスの提供が保証されます。

■認定制度におけるタイムビジネスのイメージ

（３）電子文書長期保存のための利用
タイムスタンプの重ね打ちにより、有効期限のある電子署名・タイムスタンプをその有効期限
以上の長期にわたり有効とすることができる。
長期署名フォーマットとして、H20.3にはJIS化されている。

今後、電子文書化による業務効率の向上等のため、タイムスタンプ利用の事例がますます増大す
ることが期待されます。
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■認定の対象、申請資格、認定の有効期間

・認定の対象：民間事業者が行う時刻配信業務及び時刻認定業務
（デジタル署名を使用する方式／アーカイビング方式／リンキング方式）

・申請資格：タイムビジネスを提供もしくは提供予定の事業者で、国内に申請に
係る業務拠点を有していること

・認定有効期間：認定日から2年間（更新申請により継続可能）

４ 認定制度の仕組み

詳細はホームページ（https://www.dekyo.or.jp/tb/contents/list/index.html）を参照してください。

■認定事業者

■認定基準

・技術基準：時刻の精度、安全な通信路の確保等
・運用基準：設備のセキュリティ維持、システムのトラブル対処等
・ファシリティの基準：耐震、耐火、アクセス管理等
・システム安定性の基準：ネットワークのセキュリティ等
・情報開示の基準：ポリシーの公開等利用者に対しての情報開示

■認定制度の枠組み

認定や更新の審査等は、当協
会のタイムビジネス認定セン
ターが行います。
本認定制度の評価や見直しの
検討及び判断困難な案件の審
査に対応するため、学識経験
者を中心とした制度諮問委員
会、認定審査会を設置してい
ます。

■申請手続きの流れ

一般財団法人日本データ通信協会
タイムビジネス認定センター
〒170-8585 東京都豊島区巣鴨2－11－1
Tel：03-5907-3813
URL：https://www.dekyo.or.jp/tb/index.html
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